
ジョブ・カード制度

詳しくは、「ジョブ・カード制度総合サイト」をご覧ください

商工会議所は、国からの委託を受けてジョブ・カード制度の普及を推進しています。
ジョブ・カード制度総合サイト 検 索

「ジョブ・カード
普及サポーター企業」を
募集しています！

厚生労働省ではジョブ・カードの普及促進を図るため、
ジョブ・カード制度に賛同する企業を

「ジョブ・カード普及サポーター企業」として広く募集しています。
○ジョブ・カード制度にご賛同いただける企業
○ジョブ・カードを活用した雇用型訓練を実施する企業
○在職者に対してジョブ・カードを活用してキャリア・コンサルティングを実施する企業

ジョブ･カードとは ジョブ･カード制度とは

ジョブ・カードは、「キャリア・プランシート」「職務経歴
シート」「職業能力証明シート」で構成されており、キャリア
コンサルティング等の相談のもと、「キャリア・プランニング
（職業生活設計）」及び「職業能力証明」のツールとして、
労働者自身が生涯のさまざまな場面において活用します。

個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を促進
することを目的として、ジョブ・カードを「生涯を通じたキャリア・
プランニング」及び「職業能力証明」のツールとして、キャリア
コンサルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、
職業能力開発などの各場面において活用する制度です。

ジョブ・カード普及サポーター企業
として登録していただく

東京都地域ジョブ・カード（サポート）センターが、
雇用型訓練のカリキュラムの策定に関する支援を行います。

企業名などが厚生労働省のホームページに公表されますので、
能力本位で人材を採用・活用する企業であることをPRできます。

メ リ ッ ト

日本商工会議所　中央ジョブ・カードセンター
各地商工会議所　地域ジョブ・カード（サポート）センター
http://www.jc-center.jp

厚生労働省

http://jobcard.mhlw.go.jp/



ジョブ・カード普及サポーター企業　登録票

※登録していただいた内容は、ジョブ・カード普及サポーター企業としての公表やアンケート調査の実施に限り使用することとし、その他の目的では使用いたしません。

FAX送信状
登録はこの用紙にご記入のうえ、最寄りのジョブ・カード（サポート）センターまで

ＦＡＸいただきますようお願いいたします。

ふ り が な

事 業 所 名

住 　 　 所

電 話 番 号

ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス

業 　 　 　 種
（ いず れ か に○ ）

事 業 内 容

公 表 の 可 否

〒

http://

東京都

可　 　・　 　不可

農業・林業 漁業 建設業 製造業

情報通信業 運輸業 金融・保険業卸売・小売業 不動産業

電気・ガス・
熱供給・
水道業

専門・技術
サービス業

飲食店・
宿泊業

生活関連
サービス・

娯楽業
医療・福祉教育・

学習支援業
複合サービス事業

（郵便局、
農業協同組合等）

その他の
サービス業

鉱業・
採石業・

砂利採取業 

公表を可としていただいた場合、「事業所名」「住所」「ホーム
ページアドレス」「業種」が厚生労働省のホームページに
掲載されます。

●東京都地域ジョブ・カードセンター ●東京都地域ジョブ・カードサポートセンター
八王子商工会議所内 ： 042‒621‒8608 042‒623‒6311（代表） 

武蔵野商工会議所内 ： 0422‒22‒3632 0422‒22‒3631（代表）

青 梅 商 工 会 議 所 内 ： 0428‒23‒1122 0428‒23‒0111（代表）

立 川 商 工 会 議 所 内 ： 042‒527‒5913 042‒527‒2700（代表） 

むさし府中商工会議所内 ： 042‒369‒9889 042‒362‒6421（代表）

町 田 商 工 会 議 所 内 ： 042‒729‒2747 042‒724‒6614

FAX TEL

FAX TEL

FAX TEL

FAX TEL

FAX TEL

FAX TEL

東京商工会議所内：

　　03‒3283‒7970
　　03‒3283‒7780
FAX
TEL


